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仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
権

(
K
o
ヨ
p
e
t
e
n
z
-
K
o
m
p
e
t
e
n
z
)
に
つ
い
て

二≡四五⊥
、

は
-
-
>
f
t
に

わ
が
国
の
状
況

ド
イ
ツ
の
状
況

U
N
C
I
H
P
3
<
M
モ
デ
ル
仲
裁
法

外
国
の
立
法
例

試
　
　
論

田
　
　
遠

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

民
事
訴
訟
に
お
い
て
被
告
が
受
訴
裁
判
所
の
裁
判
権
の
存
在
を
争
う
場
合
に
は
、
当
該
受
訴
裁
判
所
は
中
間
判
決
で
ま
た
は
終
局
判
決

の
中
で
,
こ
れ
に
関
す
る
判
断
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
所
の
手
続
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
自
身
が
自
己
の
裁
判
権
の
有
無
に
関
し
て

判
断
を
下
す
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
'
仲
裁
手
続
に
お
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
仲
裁
手
続
に
お
い
て
l
方
当
事
者
が
仲
裁
契
約
の
不
成
立
や
無
効
を
主
張
す
る
場
合
に
、
仲
裁
人
は
自
己
の
判
断
権
の
有
無
に
つ
J
L

て
判
断
す
る
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

仲
裁
は
当
事
者
間
の
仲
裁
契
約
に
基
づ
-
、
自
主
的
な
紛
争
解
決
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
少
な
-
と
も
国
内
に
お
け
る
仲
裁
に
関
す
る
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説
　
か
ぎ
り
、
仲
裁
も
ま
た
国
家
の
紛
争
解
決
制
度
を
構
成
す
る
1
要
素
で
あ
り
、
国
家
の
裁
判
制
度
と
の
関
係
で
は
、
い
わ
ゆ
る
代
替
的
紛

ハ
U

L
o

争
解
決
制
度
の
l
つ
で
あ
る
o
 
L
た
が
っ
て
、
裁
判
所
と
仲
裁
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
実
際
、
仲
裁
手
続
が
裁
判
制
度
か
ら
全
-
独

立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
わ
が
国
を
含
め
て
多
-
の
国
々
で
は
、
仲
裁
は
、
仲
裁
の
合
意
の
審
査
・
仲
裁
裁
判
所
の
構
成

・
仲
裁
判
断
の
執
行
・
仲
裁
判
断
の
取
消
し
な
ど
、
何
ら
か
の
意
味
で
国
家
の
裁
判
所
か
ら
の
協
力
ま
た
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
予
定
し
て

い
る
o
特
に
、
仲
裁
手
続
が
根
本
的
な
畷
症
を
帯
び
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
仲
裁
判
断
を
取
り
消
す
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ

(
-
)

て
い
る
。
そ
こ
で
'
仲
裁
人
に
自
己
の
権
限
の
有
無
に
関
す
る
判
断
権
を
認
め
る
場
合
に
は
、
仲
裁
人
自
身
の
判
断
と
こ
れ
に
対
す
る
裁

判
所
の
コ
ソ
J
-
ロ
ー
ル
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
o

以
下
で
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
点
を
中
心
に
し
て
、
ま
ず
、
わ
が
国
の
状
況
を
概
観
し
た
後
で
、
わ
が
国
の
民
訴
法
の
母
法
国
で
あ
る

ド
イ
ツ
の
状
況
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
次
に
、
わ
が
国
の
今
後
の
法
改
正
に
あ
た
っ
て
最
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
、
」
>
!
z
;
O
i
-
i
E
h

R
A
h
モ
デ
ル
仲
裁
法
(
一
九
八
五
年
採
択
)
の
内
容
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
以
外
の
若
干
の
外
国
の
状
況
を
立
法
例
を
中
心
に
概

観
し
、
最
後
に
、
試
論
を
述
べ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
原
則
と
し
て
国
内
仲
裁
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
ま
た
、
と
-
に
文
献
の
引
用
に

つ
い
て
は
、
許
さ
れ
た
紙
数
の
関
係
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

(
-
)
　
日
本
民
訴
法
八
〇
1
条
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
1
〇
四
l
条
、
フ
ラ
ン
一
ス
民
訴
法
l
四
八
四
条
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
仲
裁
法
1
-
0
条
・
1
二
条
'

イ
ギ
リ
ス
l
九
五
〇
年
仲
裁
法
二
三
条
、
オ
ラ
ン
ダ
民
訴
法
一
〇
六
四
条
な
ど
O

a
s
i

0H
H
リ

335H
H
リ、

ヽ

二
　
わ
が
国
の
状
況

H
　
法
律
と
そ
の
解
釈

わ
が
国
で
は
、
民
訴
法
七
九
七
条
が
こ
の
点
に
関
す
る
唯
一
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
当
事
者
の
一
方
が
、
有
効
な
仲
裁
契
約
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の
不
存
在
、
当
該
紛
争
が
仲
裁
契
約
の
範
囲
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
仲
裁
人
に
仲
裁
の
権
限
が
な
い
こ
と
な
ど
、
仲
裁
手
続
の
不
許
を

主
張
す
る
場
合
に
も
'
仲
裁
手
続
の
続
行
及
び
仲
裁
判
断
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
は
、
当
事
者
か
ら
仲
裁

手
続
を
不
適
法
と
す
る
抗
弁
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
手
続
を
続
行
す
る
か
、
裁
判
所
の
判
断
を
待
っ
て
停
止
す
る
か
に
関
し
て
、

仲
裁
人
に
判
断
権
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
o
　
ま
た
、
仲
裁
人
の
手
続
続
行
の
判
断
に
対
し
て
は
、
当
事
者
は
独
立
の
不

服
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴
え
を
通
じ
て
不
服
申
立
て
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ

:e>:

て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
触
れ
た
従
前
の
判
例
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
な
い
。

(
2
)
　
小
島
武
司
=
高
桑
昭
編
・
注
解
仲
裁
法
(
1
九
八
八
)
(
以
下
、
注
解
と
略
す
)
　
1
四
四
頁
以
下
(
柏
木
邦
良
)
o
な
お
、
本
廉
の
趣
旨
を
'
当
事

者
の
l
方
に
よ
る
手
続
の
引
延
L
を
防
ぐ
こ
と
に
も
と
め
る
従
来
の
見
解
(
た
と
え
ば
、
倉
田
寛
吉
・
民
事
訴
訟
法
「
仲
裁
手
続
」
の
解
説
(
1
九

七
九
)
七
五
貢
)
　
に
対
し
、
柏
木
弁
護
士
は
'
本
条
の
本
来
の
趣
旨
は
、
仲
裁
手
続
の
正
当
性
に
関
す
る
紛
争
の
審
理
・
判
断
権
を
仲
裁
人
自
身
に

与
え
る
点
に
あ
り
、
手
続
促
進
は
本
条
が
良
く
機
能
し
た
場
合
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
　
(
注
解
一
四
三
貢
以
下
)
。
し
か
し
、
判
断
内
容
の

公
正
の
点
で
よ
り
望
ま
し
い
裁
判
所
な
ど
の
第
三
者
で
は
な
く
、
敢
え
て
仲
裁
人
自
身
に
判
断
権
を
与
え
た
理
由
は
、
や
は
り
ド
イ
ツ
民
訴
法
の

立
法
理
由
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
第
三
者
に
判
断
を
任
せ
た
場
合
の
手
続
遅
延
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
(
H
a
h
n
-
M
u
g
d
a
n
,
D
i
e
G
e
s
a
m
t
e
n

Materialien zu denReichs-Justizgesetzen,Band2,Materialien zur ZivilprozeBordnung"Abt.1,1881,S.495)-

⇔
　
仲
裁
法
試
案

次
に
、
約
I
〇
年
間
の
研
究
を
跨
ま
え
て
、
l
九
八
九
年
に
仲
裁
研
究
会
(
代
表
菊
井
維
大
)
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
仲
裁
法
試
案
を
概

(
3
)

観
す
る
。
わ
が
国
の
文
献
で
は
、
本
稿
が
関
心
を
持
つ
問
題
に
言
及
す
る
も
の
は
少
な
い
が
'
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
本
試
案
は
わ
が
国
の

研
究
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

t
-
r
j

仲
裁
法
試
案
で
は
、
第
二
〇
条
(
仲
裁
人
の
権
限
)
の
規
定
が
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

第
一
項
　
仲
裁
人
は
、
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
仲
裁
判
断
を
す
る
権
限
を
有
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヽ
-
ノ

H
H
H
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第
二
項
　
仲
裁
人
が
事
件
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
仲
裁
判
断
を
す
る
権
限
を
有
し
な
い
と
の
主
張
は
、
本
案
に
つ
い
て
の
答
弁
の
提

出
後
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
項
　
仲
裁
判
断
を
す
る
権
限
を
有
す
る
旨
の
仲
裁
人
の
決
定
は
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴
え
に
よ
っ
て
、
又
は
執
行
許
容
の
宣
言

を
求
め
る
手
続
に
お
け
る
抗
弁
に
よ
っ
て
の
み
、
争
う
こ
と
が
で
き
る
0

起
草
者
の
l
人
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
第
l
項
は
、
仲
裁
判
断
の
権
限
の
有
無
に
関
し
て
仲
裁
人
に
第
1
次
的
判
断
権
を
与
え
た
も
の

で
、
手
続
の
不
当
な
遅
延
に
よ
る
仲
裁
制
度
の
磯
能
不
全
を
避
け
る
た
め
、
民
訴
法
七
九
七
条
と
同
様
、
仲
裁
人
の
手
続
続
行
権
を
前
提

に
し
て
い
る
と
さ
れ
、
現
行
法
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。

第
二
項
は
、
仲
裁
判
断
欠
故
の
主
張
に
関
す
る
失
権
の
時
期
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
が
'
失
権
の
効
果
が
仲
裁
手
続
内
に
限
ら
れ
る

か
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴
え
や
執
行
許
容
宣
言
を
求
迫
る
手
続
に
も
及
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
o

第
三
項
は
、
仲
裁
判
断
の
権
限
を
肯
定
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
対
し
て
は
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴
え
ま
た
は
執
行
許
容
の
宣
言
を
求

め
る
手
続
内
で
の
抗
弁
に
よ
っ
て
の
み
争
え
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
明
文
の
規
定
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
仲
裁
判
断
の
権
限
を
否
定
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
対
し
て
は
、
訴
え
提
起
に
よ
っ
て
裁

判
所
の
最
終
的
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仲
裁
判
断
権
の
有
無
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断

は
、
中
間
的
判
断
の
形
式
で
行
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
機
会
を
与
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
5
)

さ
ら
に
、
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意
へ
す
な
わ
ち
、
仲
裁
判
断
権
の
有
無
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
対
し
て
、
裁
判
所
を
拘

束
す
る
効
力
を
与
え
る
旨
の
仲
裁
当
事
者
間
の
合
意
(
K
o
m
p
e
t
e
n
z
-
K
o
m
p
e
t
e
n
z
A
b
r
e
d
e
)
の
許
容
に
つ
い
て
も
、
本
試
案
は
解
釈
に
委
ね

て
い
る
。

(
3
)
　
す
で
に
言
及
し
た
も
の
の
ほ
か
に
'
注
解
六
五
頁
以
下
(
小
島
武
司
-
豊
田
博
昭
)
。

ウ
ー

蝣

r

,

'
.

21335H
H
H
リー

ヽ
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(
4
)
　
仲
裁
研
究
会
「
仲
裁
法
試
案
と
そ
の
解
説
(
五
)
」
N
B
h
四
二
言
下
七
〇
貢
以
下
(
小
島
武
司
)
(
以
下
、
小
島
・
試
案
解
説
と
略
す
)
o

(
5
)
　
小
島
・
試
案
解
説
　
i
z
i
f
f
l
n
l
四
二
1
号
七
〇
頁
〇

三
　
ド
イ
ツ
の
状
況

仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
権
に
関
す
る
規
定
は
、
ド
イ
ツ
で
は
民
訴
法
一
〇
三
七
条
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
わ
が
国
の
民

・
訴
法
七
九
七
条
の
母
法
で
あ
り
、
文
言
も
同
1
で
あ
る
。

H
　
法
律
の
解
釈

(
6
)

わ
が
国
に
お
け
る
と
同
様
、
本
条
は
、
根
拠
の
な
い
異
議
の
主
張
に
よ
っ
て
仲
裁
手
続
が
遅
延
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
へ

当
事
者
か
ら
判
断
権
の
欠
鉄
を
主
張
さ
れ
た
仲
裁
人
に
は
、
手
続
を
停
止
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
手
続
の
引
延
L
を
防
ぐ
た
め
に
、
手
続

(
7
)

を
続
行
し
て
仲
裁
判
断
を
下
す
か
の
選
択
権
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
手
続
の
停
止
に
関
し
て
、
仲
裁
人
が
中
間
的
判
断
の
中
で
自
己
の
判
断
権
の
不
存
在
を
宣
言

す
る
と
い
う
矛
盾
を
避
け
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
、
当
事
者
と
同
一
の
業
界
か
ら
選
出
さ
れ
た
仲
裁
人
が
予
期
せ
ぬ
重
大
問
題
に
関
す
る
判

断
を
前
に
し
て
、
自
己
の
判
断
権
の
欠
故
を
口
実
に
仲
裁
人
の
役
割
を
放
棄
す
る
と
い
っ
た
事
態
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
長
所
で

あ
る
反
面
、
判
断
権
の
有
無
に
関
す
る
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
進
行
を
当
事
者
に
任
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
と
指

:
O
的

摘
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
仲
裁
人
が
自
己
の
判
断
権
を
肯
定
す
る
旨
の
中
間
的
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
本
条
は
明
ら
か
に
し

I
<
J
>
;

て
い
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
よ
う
な
中
間
的
判
断
は
仲
裁
判
断
と
は
み
ら
れ
な
い
の
で
,
こ
れ

(
2
)

に
関
す
る
争
い
は
、
終
局
的
仲
裁
判
断
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
に
よ
る
解
決
を
待
つ
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

ヽ
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t
o
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B
a
u
m
b
a
c
h
-
L
a
u
t
e
r
b
a
c
h
-
A
l
b
e
r
s
、
Z
P
O
,
4
6
.
A
u
f
1
.
,
1
9
8
8
,
∽
1
0
3
7
A
n
m
.
1
A
.
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S

t
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i
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-
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n
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-

S

c

h
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o

s

s
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Z
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,

2

0

.

A

u

f

1

.

,

1

9

8

0

,

∽

1

0

3

7

R

d

n

r

.

1

∴

B

a

u

m

b

a

c

h

-

L

a

u

t

e

r

b

a

c

h

-

A

l

b

e

r

s

,

a

.

a

.

0

.

,

∽

1

0

3

7

A

n

m
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u

n
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(
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h
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n
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d

u

n

g

d

e

r
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c

h

i

e

d

s

r

i

c

h

t

e

r

u

b

e

r

i

h

r

e

e

i

g

e

n

e

Z

u

s

t

a

b

d

i

g

k

e

i

t

,

F

e

s

t

s

c

h

r

i

f

二

u

r

W

a

l

t

e

r

J

.

H

a

b

s

c

h

e

i

d

 

z

u

m

6

5

.

G

e

b

u

r

t

s

t

a

g

,

1

9

8

9

,

S

.

1

7

7

ff.,S.178.

(
m
)
　
M
a
i
e
r
,
H
a
n
d
b
u
c
h
 
d
e
r
 
S
c
h
i
e
d
s
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t
,
1
9
7
9
,
S
.
3
5
3
f
.
;
S
c
h
w
a
b
,
S
c
h
i
e
d
s
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t
,
3
.
A
u
f
1
.
,
1
9
T
9
,
S
.
1
3
7

R
'

(
S
)
　
M
e
z
g
e
r
,
a
.
a
.
0
.
、
S
.
1
7
8
.

イ
t

L
D

ヽ

~

ノ

5
i
!

13351

1
1

⇔
　
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意
に
つ
い
て
_

わ
が
国
の
仲
裁
法
試
案
が
こ
の
間
題
を
解
釈
に
委
ね
て
い
る
こ
と
_
は
す
で
に
述
べ
た
が
'
特
に
ド
イ
ツ
で
は
以
前
か
ら
こ
の
問
題
が
盛

ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
仲
裁
判
断
権
の
有
無
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
が
当
然
に
裁
判
所
を
拘
束
す
る
効
力
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
関
し
て

(
‖
)

は
、
判
例
・
学
説
は
1
致
し
て
い
る
O

こ
れ
に
対
し
て
、
仲
裁
判
断
確
の
有
無
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
対
し
て
、
裁
判
所
を
拘
束
す
る
効
力
を
与
え
る
旨
の
仲
裁
当
事
者

(
2
)

間
の
合
意
の
許
否
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
様
々
な
議
論
が
あ
る
O

(

2

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

2

)

判
例
で
は
、
一
九
七
七
年
に
B
G
H
が
、
仲
裁
判
断
に
対
す
る
執
行
許
容
宣
言
が
求
め
ら
れ
た
事
件
で
'
い
わ
ゆ
る
仲
裁
権
限
最
終
判

定
権
付
与
の
合
意
は
、
仲
裁
契
約
の
有
効
性
に
関
す
る
第
二
の
仲
裁
の
合
意
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
合
意
の
成
立
及
び
有
効
性
に

(
2
)

つ
い
て
は
、
仲
裁
判
断
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
で
裁
判
所
は
仲
裁
人
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
-
判
断
で
き
る
こ
と
へ
及
び
、
仲



て)つ1檀断判の人戟
蝣

B

-るす関1醍aS
f

仲

裁
権
限
の
有
無
に
関
す
る
判
断
権
を
仲
裁
人
に
与
え
る
合
意
は
、
仲
裁
契
約
と
し
て
認
め
ら
れ
、
憲
法
上
及
び
裁
判
所
構
成
法
上
も
問
題

(
2
5

が
な
い
旨
を
判
示
し
た
。
続
い
て
、
l
九
八
八
年
に
は
同
じ
B
G
H
が
、
訴
訟
中
に
仲
裁
契
約
の
抗
弁
が
提
出
さ
れ
た
事
件
で
、
第
二
の

仲
裁
の
合
意
と
い
う
構
成
を
踏
襲
し
、
こ
の
よ
う
な
合
意
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
該
合
意
の
有
効
性
及
び
解

C
=
)

釈
に
関
す
る
審
理
に
制
約
を
受
け
る
と
し
た
。

l
方
'
学
説
で
は
、
従
来
は
贋
極
説
よ
り
も
消
極
説
の
方
が
優
勢
で
あ
る
よ
う
に
み
え
た
が
、
現
在
は
い
ず
れ
と
も
断
言
で
き
な
い
o

そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
の
要
点
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

(
2
)

ま
ず
、
消
極
説
は
'
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意
を
認
め
る
と
、
仲
裁
権
限
の
有
無
に
関
す
る
限
り
、
裁
判
所
が
仲
裁
人
の
判

断
に
従
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
有
効
な
仲
裁
契
約
が
存
し
な
い
場
合
に
取
消
し
の
訴
え
を
許
す
民
訴
法
1
〇
四
1
条
1
項
1
号
の
趣

旨
に
反
す
る
し
、
ひ
い
て
は
憲
法
上
の
法
治
国
原
理
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
。

(
2
)

こ
れ
に
対
し
て
、
積
極
説
は
'
判
例
と
同
様
、
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意
を
第
二
の
仲
裁
の
合
意
と
と
ら
え
、
裁
判
所
は
そ

の
有
効
性
に
関
し
て
は
、
仲
裁
判
断
取
消
訴
訟
ま
た
は
執
行
許
容
宣
言
を
求
め
る
手
続
の
中
で
仲
裁
人
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く

判
断
で
き
る
が
、
当
該
合
意
が
有
効
と
認
め
ら
れ
る
限
り
は
、
裁
判
所
は
仲
裁
権
限
の
存
在
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
。

結
局
、
こ
の
対
立
は
、
仲
裁
手
続
に
対
す
る
裁
判
所
の
コ
ソ
J
-
ロ
ー
ル
は
、
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意
の
有
効
性
に
及
ぶ
だ

け
で
十
分
な
の
か
、
仲
裁
判
断
権
の
有
無
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
内
容
自
体
に
ま
で
及
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
仲

裁
人
の
判
断
内
容
の
正
当
性
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
す
る
当
事
者
の
盾
頬
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ヽ
~513351

-
ヽ

c
u
)
　
B
G
H
 
K
T
S
1
9
6
1
,
2
6
,
2
7
;
B
G
H
 
B
G
H
Z
6
8
(
1
9
7
7
)
,
3
5
6
,
3
5
8
;
S
c
h
w
a
b
 
K
T
S
1
9
6
1
,
2
5
;
H
a
b
s
c
h
e
i
d
 
K
T
S
1
9
6
4
,
1
5
4
;
　
S
?



読

(
2
)

論
　
　
(
2
)

Stein-Tonas-Schlosser,a.a.0.,Rdnr.3.

紹
介
と
し
て
、
注
解
六
五
貢
以
下
(
小
島
武
司
-
豊
田
博
昭
)
0

す
で
に
l
九
五
五
年
に
B
G
H
が
、
主
た
る
契
約
に
含
ま
れ
る
仲
裁
条
項
が
、
主
た
る
契
約
及
び
仲
裁
条
項
の
有
効
性
に
関
す
る
判
断
権
を
仲

r
O

L
O

裁
人
に
与
え
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
を
審
理
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当
該
仲
裁
条
項
が
か
か

る
解
決
を
許
す
か
否
か
に
限
っ
て
審
理
で
き
る
と
し
て
い
た
が
(
B
G
H
K
T
S
1
9
6
1
.
2
7
)
'
当
該
事
案
が
い
わ
ゆ
る
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の

合
意
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
　
(
K
o
r
n
b
l
u
m
,
Z
u
r
,
,
K
o
m
p
e
t
e
n
z
-
K
o
m
p
e
t
e
n
z
"
p
r
i
v
a
t
e
r
S
c
h
i
e
d
s
g
e
r
i
c
h
t
e
n
a
c
h

d
e
u
t
s
c
h
e
m
 
R
e
c
h
t
,
J
a
h
r
b
u
c
h
 
f
u
r
 
d
i
e
 
P
r
a
x
i
s
 
d
e
r
 
S
c
h
i
e
d
s
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t
,
B
a
n
d
3
(
1
9
8
9
)
,
1
9
9
0
,
S
.
3
8
,
4
0
.
)
。

(
3
)
　
た
だ
し
'
こ
の
事
案
も
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意
に
関
す
る
も
の
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
　
(
B
o
s
c
h
J
Z
1
9
8
9
,
2
0
3
;

K
o
r
n
b
l
u
m
,
a
.
a
.
O
.
,
S
.
4
0
.
)
-

a
s

613351
1
ヽ

(
」
)

(S)
(
」
)

(
2
)

B
G
H
 
B
G
H
Z
6
8
,
3
6
6
.

B
G
H
 
B
G
H
Z
6
8
,
3
6
7
f
.
.

B
G
H
 
J
Z
1
9
8
9
,
2
0
1
.

代
表
的
な
も
の
と
し
て
'
B
a
r
m
a
n
n
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 
f
i
i
r
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
W
e
b
e
r
,
1
9
7
5
,
S
.
7
f
.
;
B
a
u
e
r
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 
f
u
r
 
H
a
n
s
 
F
a
s
c
h
i
n
g
,

1
9
8
8
,
S
.
8
1
,
8
7
　
;
　
B
u
l
o
w
 
K
T
S
　
1
9
7
0
,
1
2
5
　
;
　
K
o
r
n
b
l
u
m
,
a
.
a
.
0
.
.
S
.
4
6
　
;
　
L
e
i
p
o
l
d
 
Z
Z
P
　
9
1
,
4
8
1
　
;
　
R
o
s
e
n
b
e
r
g
I
S
c
h
w
a
b
"

Z
i
v
i
l
p
r
o
z
e
s
s
r
e
c
h
t
,
1
4
.
A
u
f
l
,
1
9
8
6
,
∽
1
7
4
V
I
3
;
S
c
h
o
t
t
e
l
i
u
s
 
K
T
S
1
9
5
9
,
1
3
4
;
S
c
h
w
a
b
,
S
e
h
i
e
d
s
g
e
r
i
c
h
t
s
b
a
r
k
e
i
t
,
4
.
A
u
f
1
.
,

1

9

9

0

,

S

.

5

0

;

W

e

r

t

h

a

u

e

r

N

J

W

1

9

5

3

,

1

告

6

.

(
2
)
　
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
C
z
a
p
s
k
i
 
B
e
t
r
i
e
b
1
9
5
6
,
9
8
2
;
H
a
b
s
c
h
e
i
d
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 
f
u
r
 
F
r
i
t
z
 
B
a
u
e
r
,
1
9
8
1
,
4
2
5
f
f
∴
S
i
e
b
e
l
 
N
J
W

1
9
5
4
,
5
4
2
;
S
t
e
i
n
-
J
o
n
a
s
-
S
c
h
l
o
s
s
e
r
,
a
.
a
.
0
.
,
R
d
n
r
.
3
-
6
;
T
h
o
m
a
s
-
P
u
t
z
o
,
Z
P
O
,
1
4
.
A
u
f
1
.
,
ァ
1
0
2
5
A
n
m
.
2
c
.
な
お
、
注
解
六
七

頁
(
小
島
武
司
=
豊
田
博
昭
)
も
こ
の
立
場
を
支
持
す
る
。

(S)

四
　
t
>
&
o
m
h
P
h
<
1
^
モ
デ
ル
仲
裁
法

国
際
連
合
の
国
際
商
事
仲
裁
に
関
す
る
国
際
商
取
引
法
委
員
会
(
P
!
z
|
O
i
-
i
E
h
p
5
<
h
O
は
、
l
九
八
五
年
に
モ
デ
ル
仲
裁
法
を
採
択
し



てJr
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T
t
イ
ーるす関に限権裁仲

た
。
同
法
制
定
の
目
的
は
、
直
接
に
は
、
国
際
仲
裁
に
関
す
る
法
律
を
有
し
な
い
国
'
あ
る
い
は
仲
裁
法
が
完
備
し
て
い
な
い
国
に
よ
る

(a)

新
た
な
立
法
に
際
し
て
、
こ
の
モ
デ
ル
法
が
全
部
ま
た
は
-
部
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
学
者

及
び
実
務
l
家
に
よ
る
比
較
法
的
検
討
を
経
て
制
定
さ
れ
た
同
法
は
、
各
国
の
仲
裁
制
度
の
あ
り
方
に
必
然
的
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
、
お
よ
そ
仲
裁
法
に
関
す
る
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
つ
ね
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
本
稿
で
も
同
法
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

同
法
は
、
第
一
六
条
(
仲
裁
裁
判
所
の
自
己
の
判
断
権
限
に
関
す
る
判
断
を
下
す
権
限
)
に
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
(
英
語
の
原
文

に
基
づ
く
筆
者
の
訳
に
よ
る
)
。

第
一
項
　
仲
裁
裁
判
所
は
、
仲
裁
の
合
意
の
成
立
ま
た
は
有
効
性
に
関
す
る
異
議
を
含
め
、
自
己
の
判
断
権
限
に
関
し
て
判
断
を
下
す

権
限
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
契
約
の
l
部
を
成
す
仲
裁
条
項
は
、
契
約
の
他
の
条
項
か
ら
独
立
し
た
合
意
と
し
て
扱
わ

れ
る
。
契
約
を
無
効
と
す
る
仲
裁
裁
判
所
の
判
断
は
法
律
上
当
然
に
仲
裁
条
項
を
無
効
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
項
　
仲
裁
裁
判
所
が
判
断
権
限
を
有
し
な
い
と
の
主
張
は
、
答
弁
書
提
出
後
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
事
者
は
、
仲
裁
人
を
選
定

し
ま
た
は
仲
裁
人
の
選
定
に
関
与
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
か
か
る
主
張
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
仲
裁
裁
判
所
が
権
限

を
越
え
て
い
る
と
の
主
張
は
、
権
限
外
と
主
張
さ
れ
る
事
項
が
仲
裁
手
続
で
提
出
さ
れ
た
の
ち
速
や
か
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
仲
裁
裁
判
所
は
、
遅
延
に
正
当
の
理
由
あ
り
と
認
め
る
と
き
は
、
時
機
に
遅
れ
た
主
張

を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
~
三
項
　
仲
裁
裁
判
所
は
、
本
条
第
二
項
の
主
張
に
つ
い
て
、
前
提
問
題
と
し
て
ま
た
は
本
案
に
関
す
る
仲
裁
判
断
に
お
い
て
、
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仲
裁
裁
判
所
が
、
前
提
問
題
と
し
て
、
仲
裁
裁
判
所
が
判
断
権
限
を
有
す
る
と
の
判
断
を
し
た
場
合
に

は
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
、
そ
の
判
断
の
通
告
を
受
け
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
第
六
条
に
定
め
る
裁
判
所
に
、
そ
れ
に
つ

I

S

H

一

713351

1
ヽ
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い
て
判
断
す
る
こ
と
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
判
断
に
対
し
て
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
申

立
て
に
対
す
る
判
断
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
'
仲
裁
裁
判
所
は
仲
裁
手
続
を
続
行
し
、
仲
裁
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
0

第
一
項
は
三
段
か
ら
成
る
。
第
一
段
は
、
仲
裁
人
が
自
己
の
判
断
権
限
に
関
し
て
判
断
を
下
す
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
そ

の
趣
旨
は
、
わ
が
国
の
仲
裁
法
試
案
二
〇
条
一
項
と
基
本
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仲
裁
判
断
の
権
限
が
な
い
と
の
判
断
に
つ
い

ごヽ_)

て
は
'
仲
裁
人
は
当
事
者
か
ら
の
主
張
を
待
た
ず
に
進
ん
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
の
趣
旨
を
含
む
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
第
二
段
・
第

(
2
3
)

三
段
は
、
い
わ
ゆ
る
仲
裁
条
項
の
分
離
可
能
性
(
s
e
p
a
r
a
b
i
l
i
t
y
)
を
規
定
す
る
。

第
二
項
は
、
仲
裁
人
の
判
断
権
限
に
対
す
る
当
事
者
の
異
議
の
主
張
に
関
す
る
失
権
を
規
定
す
る
!
し
こ
で
は
、
ま
ず
、
判
断
権
限
欠

(S)

紋
の
主
張
と
判
断
権
限
除
越
の
主
張
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
ロ
前
者
に
つ
い
て
の
失
権
の
規
定
は
仲
裁
法
試
案
二
〇
条

二
項
と
同
旨
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
と
-
に
異
な
る
規
定
を
置
い
て
い
る
O
ま
た
,
同
項
第
四
段
は
、
両
者

と
も
に
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
失
権
の
例
外
と
す
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
も
、
わ
が
国
の
仲
裁
法
試
案
に
は
な
い
規
定
で

ぁ
る
が
、
「
仲
裁
法
研
究
会
」
で
は
、
失
権
の
結
果
と
し
て
訴
訟
の
途
が
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
権
利
保
護
手
段
と
し
て
訴
訟
と

ヽ
r
]
)

同
等
の
仲
裁
の
途
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
と
の
意
見
が
有
力
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

O

S

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

s

o

な
お
、
失
権
の
効
果
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
.
る
D
し
か
し
、
事
務
局
及
び
作
業
部
会
の
解
釈
,
並
び
に
,

(
8
)

責
問
権
の
放
棄
を
定
め
た
第
四
条
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
み
れ
ば
'
仲
裁
適
格
の
不
存
在
そ
の
他
公
序
違
反
の
事
由
以
外
は
、
す
べ
て
失
権

(
」
)

す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
失
権
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
、
異
議
の
事
由
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
主
張
を
せ
ず
、
仲
裁
判
断
が
出
た

(g)

後
に
な
っ
て
当
該
事
由
に
基
づ
い
て
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
に
な
る
。

第
三
項
は
、
仲
裁
人
が
自
己
の
判
断
権
限
に
関
し
て
判
断
を
下
す
方
法
、
及
び
、
仲
裁
人
の
当
該
判
断
に
対
す
る
裁
判
所
の
コ
ン
ト

。
-
ル
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
仲
裁
判
断
が
仲
裁
人
の
判
断
権
欠
敏
を
理
由
に
取
り
消
さ
れ
る
場
合
に
お
け

史
U

u
o

＼

一

ノ

8133511
u
一
一
は
H
l
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る
、
時
間
及
び
金
銭
の
無
駄
を
恐
れ
る
立
場
か
ら
は
、
仲
裁
手
続
の
早
い
段
階
で
の
裁
判
所
の
コ
ソ
・
L
ロ
ー
ル
が
望
ま
し
い
と
す
る
の
に

対
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
手
続
引
延
L
を
恐
れ
る
立
場
か
ら
は
、
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
仲
裁
判
断
後
が
望
ま
し
い
と
の
意
見
が
出

(S)

さ
れ
、
草
案
の
段
階
で
何
度
か
変
更
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
仲
裁
人
が
個
々
の
場
合
に
、
時
間
及
び
金
銭
の
無
駄
の
危
険

と
手
続
遅
延
の
危
険
と
の
い
ず
れ
が
大
き
い
か
を
勘
案
し
て
、
中
間
的
判
断
ま
た
は
本
案
判
断
の
う
ち
い
ず
れ
か
適
当
な
方
法
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
前
者
の
方
法
を
選
ん
だ
場
合
に
つ
い
て
、
不
服
申
立
期
間
及
び
上
訴
の
制
限
、
並
び
に
、
仲
裁
手
続
続

(
8
)

行
の
権
限
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
、
手
続
引
延
し
の
防
止
を
は
か
っ
て
い
る
o

も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
の
効
用
に
対
し
て
は
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
判
断
権
を
肯
定
す
る
仲
裁
人
の
中
間
的
判

断
に
対
し
て
裁
判
所
に
不
服
が
申
し
立
て
ら
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
に
、
仲
裁
手
続
が
続
行
さ
れ
、
終
局
的
仲
裁
判
断

が
出
さ
れ
、
そ
の
後
に
裁
判
所
が
不
服
申
立
て
を
認
容
し
た
と
き
に
は
、
不
服
を
申
し
立
て
た
当
事
者
は
、
当
然
、
裁
判
所
に
終
局
的
仲

裁
判
断
の
取
消
し
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
仲
裁
判
断
の
取
消
し
に
伴
う
時
間
と
金
銭
の
無
駄
を
な
-
す
と
い
う
、
規

定
の
本
来
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
仲
裁
契
約
の
有
効
性
に
関
し
て
意
見
が
異
な
る
当
事
者
間
で
、
l
方
は
裁

判
所
に
訴
え
を
提
起
し
、
他
方
は
仲
裁
を
申
し
立
て
、
裁
判
所
は
仲
裁
契
約
の
有
効
性
を
否
定
し
、
仲
裁
人
は
中
間
的
判
断
で
こ
れ
を
肯

定
し
、
さ
ら
に
終
局
的
判
断
を
出
し
た
場
合
に
、
仲
裁
の
有
効
性
に
つ
い
て
異
議
を
有
す
る
当
事
者
は
ど
ん
な
方
法
で
不
服
を
申
し
立
て

る
の
か
o
　
不
服
申
立
て
を
受
け
た
裁
判
所
は
仲
裁
契
約
の
有
効
性
を
否
定
し
た
自
身
の
先
行
す
る
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
、
な
ど
解
決

(S3).

困
難
な
問
題
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

な
お
へ
仲
裁
人
が
判
断
権
の
不
存
在
を
み
ず
か
ら
認
め
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
条
は
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て

は
、
仲
裁
契
約
は
そ
の
役
目
を
終
え
て
失
効
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
限
っ
て
裁
判
所
は
仲
裁
人
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
考

(
3
)

え
方
が
あ
る
1
方
へ
　
こ
の
考
え
方
は
、
仲
裁
判
断
の
取
消
事
由
の
存
否
に
関
わ
る
場
合
に
つ
い
て
不
服
申
立
て
を
許
さ
な
い
も
の
で
不
当

O
O

:
・
」

13351(0
ノ
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で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
仲
裁
人
に
仲
裁
手
続
の
続
行
を
強
い
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
か
ら
、
仲
裁
人
の
当
該

0
8
)

判
断
を
終
局
判
断
と
み
て
'
こ
れ
に
対
す
る
不
服
は
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴
え
の
中
で
の
み
主
張
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え

(&)

方
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(
S
)
　
同
法
に
つ
い
て
は
、
特
に
'
注
解
八
九
六
頁
以
下
(
高
桑
昭
)
、
沢
田
鳶
夫
「
P
!
z
;
o
>
-
i
e
H
ォ
<
:
i
-
3
国
際
商
事
仲
裁
模
範
法
(
I
)
-
(
五
・

完
)
」
i
^
o
<
*
+
-
-
ナ
ル
1
九
八
七
年
九
月
号
l
九
八
八
竺
月
号
、
高
桑
昭
「
国
際
取
引
法
委
員
会
の
交
際
商
事
仲
裁
に
関
す
る
模
範
法

(
こ
　
(
1
　
　
完
)
」
J
C
A
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
八
六
年
1
月
号
～
1
九
八
六
年
1
二
月
号
な
ど
が
詳
し
い
o
ま
た
、
C
a
l
a
v
r
o
s
,
D
a
s

UNCITRAL-ModelgesetzliberdielnternationaleHandelsschiedsgerichtsbarkeit,1988.

ォ
)
　
注
解
八
九
七
貢
(
高
桑
昭
)
。

O
 
U
N
-
D
o
c
.
A
＼
4
0
＼
1
7
,
p
a
r
a
.
1
5
0
.
こ
れ
に
対
し
て
、
C
a
l
a
v
r
o
s
は
、
原
則
と
し
て
当
事
者
の
支
配
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
仲
裁
手
続
に

ぉ
い
て
、
明
文
の
規
定
な
し
に
、
仲
裁
人
の
職
権
に
よ
る
判
断
の
権
限
を
一
般
的
に
認
め
る
こ
と
に
反
対
し
、
当
該
係
争
事
項
に
仲
裁
適
格
性

(
a
r
b
i
t
r
a
b
i
l
i
t
y
)
が
欠
け
る
場
合
に
限
っ
て
、
職
権
に
よ
る
判
断
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
(
C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
.
a
.
0
.
,
S
.
8
7
f
.
)
-

(
S
3
)
　
わ
が
国
の
民
訴
法
に
は
同
旨
の
規
定
は
な
い
が
、
仲
裁
法
試
案
は
第
八
条
に
規
定
を
置
い
て
い
る
。

(
S
i
)
　
C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.

f
L
O
¥
　
小
島
・
試
案
解
説
　
z
m
^
四
二
言
百
七
〇
貢
.

(
8
)
　
U
N
占
o
c
.
A
＼
4
0
＼
1
7
,
p
a
r
a
.
2
8
9
.

(
&
)
　
U
N
占
o
c
.
A
＼
C
N
.
9
＼
2
4
6
,
p
a
r
a
.
5
1
.

(
g
)
　
U
N
-
D
o
c
.
A
＼
4
0
＼
1
7
,
p
a
r
a
.
5
7
.

H
o
l
t
z
m
a
n
n
,
A
g
u
i
d
e
t
o
t
h
が
U
N
C
I
T
R
A
L
M
o
d
e
l
L
a
w
o
n
l
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
:
l
e
g
i
s
l
a
t
i
v
e
h
i
s
t
o
r
y
a
n
d

c
o
m
m
e
n
t
a
r
y
,
1
9
8
9
,
p
.
4
8
3
.

ハ
U

ご
り

ヽ
-
ノ

023351

＼

(g)
(
」
)

y
e
n
)

H
o
l
t
z
m
a
n
n
,
i
d
.
,
p
.
4
8
4
;
C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
a
.
O
.
,
S
.
9
1
.

H
o
l
t
z
m
a
n
n
,
i
d
.
,
p
p
.
4
8
5
-
8
6
.

U
N
-
D
o
c
.
A
＼
4
0
＼
1
7
,
p
a
r
a
s
.
1
5
9
,
1
6
1
.
な
お
、
国
際
仲
裁
で
実
際
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
、
l
九
七
六
年
に
国
際
連
合
の
国
際
商



て._しつに樵断刺の人ォ仲るす閲に醍m戟仲

事
仲
裁
に
関
す
る
国
際
商
取
引
法
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
、
P
J
O
m
H
#
<
^
仲
裁
規
則
二
t
粂
四
項
で
は
、
前
者
の
方
法
が
原
則
と
さ
れ
て

い
る
　
(
注
解
八
九
一
貫
(
高
桑
昭
)
)
0

C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
9
3
f
f
.
.

(
S
!
)
　
S
c
h
u
t
z
e
＼
T
s
c
h
e
r
n
i
n
g
＼
W
a
i
S
,
H
a
n
d
b
u
c
h
 
d
e
s
 
S
c
h
i
e
d
s
v
e
r
f
a
h
r
e
n
,
2
.
A
u
f
1
.
,
1
9
9
0
,
R
d
n
r
.
1
1
8
.

(
」
)
　
U
N
-
D
o
c
.
A
＼
4
0
＼
1
7
,
p
a
r
a
.
1
6
3
.

(
8
)
　
C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
9
3
.

五
　
外
国
の
立
法
例

こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
比
較
的
新
し
い
立
法
例
、
詳
細
な
研
究
が
あ
る
ス
イ
ス
の
例
、
及
び
、
最
近
か
な
り
詳
細
な
規
定
を
設
け
た

オ
ラ
ン
ダ
の
興
味
深
い
立
法
例
を
紹
介
し
た
い
。

(S)

0

　

フ

　

ラ

　

ン

　

ス

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
'
l
九
八
l
年
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
民
訴
法
の
-
四
六
六
条
が
、
仲
裁
人
の
権
限
を
当
事
者
が
争

う
場
合
に
は
、
仲
裁
人
自
身
に
そ
の
権
限
の
有
効
性
及
び
範
囲
に
関
す
る
判
断
権
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
従
来

(S)

パ
リ
の
控
訴
院
と
破
棄
院
と
の
間
に
生
じ
て
い
た
判
例
の
相
違
に
終
止
符
を
打
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定

は
、
自
己
の
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
仲
裁
人
の
当
該
判
断
は
仲
裁
判
断

取
消
し
の
訴
え
を
通
じ
て
裁
判
所
の
コ
ソ
-
ロ
ー
ル
を
受
け
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

民
訴
法
l
四
八
五
条
は
、
こ
の
手
続
で
仲
裁
人
の
判
断
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
、
当
事
者
全
員
が
反
対
し
な
い
限

り
、
裁
判
所
が
本
案
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
と
規
定
し
て
い
る
o
 
L
か
し
、
仲
裁
人
自
身
が
自
己
の
判
断
権
が
存
在
し
な
い
旨
の
判
断
を

し
、
そ
の
後
こ
の
判
断
が
裁
判
所
に
ょ
っ
て
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
、
裁
判
所
ま
た
は
仲
裁
人
の
い
ず
れ
が
本
案
に
関
し
て
判
断
を
下
す

ヽ

-

ノ
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(
8
)

説
　
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

2

′
0

(
&
)
　
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
に
関
し
て
は
'
小
山
昇
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
仲
裁
」
法
律
時
報
五
四
巻
八
号
五
六
頁
以
下
(
一
九
八
二
)
、
服
部
弘
「
フ
ラ

ン
ス
仲
裁
法
の
改
正
」
J
C
A
ジ
ャ
ー
ナ
ル
1
九
八
二
年
二
月
号
1
五
黄
以
下
、
注
解
五
二
九
頁
以
下
(
多
喜
寛
)
、
C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
7
8

な
ど
を
参
照
。
以
下
の
叙
述
は
、
特
に
、
C
a
l
a
v
r
o
s
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
7
8
に
よ
る
o

(
c
o
)
　
F
o
u
c
h
a
r
d
、
L
'
a
r
b
i
t
r
a
g
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
1
9
6
5
,
p
.
1
3
5
e
t
 
s
.
.

R
o
b
e
r
t
,
L
'
a
r
b
i
t
r
a
g
e
,
5
e
d
.
,
1
9
8
3
,
p
.
1
3
9
e
t
 
s
.
.

(?)

蝣
I
 
K
　
イ
　
ス

ス
イ
ス
で
は
、
従
来
か
ら
各
カ
ン
ト
ソ
が
仲
裁
に
関
す
る
法
を
有
し
て
い
る
が
、
一
九
六
九
年
に
仲
裁
に
関
す
る
協
約
(
K
o
n
k
o
r
d
a
t
)

が
採
択
さ
れ
、
こ
れ
を
承
認
す
る
カ
ン
・
・
1
ソ
が
次
第
に
多
-
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
-
こ
で
は
こ
の
規
定
を
紹
介
し
た
い
.

同
協
約
八
条
は
、
仲
裁
の
合
意
の
有
効
性
、
内
容
、
ま
た
は
範
囲
に
関
す
る
異
議
が
出
た
場
合
に
は
、
仲
裁
人
が
、
中
間
的
決
定
ま
た

は
終
局
的
仲
裁
判
断
の
中
で
自
己
の
判
断
権
に
関
す
る
判
断
を
示
す
こ
と
を
規
定
す
る
(
一
項
)
。
ま
た
、
こ
の
異
議
は
本
案
に
関
す
る
答

弁
前
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
同
条
二
項
)
o
さ
ら
に
、
同
九
条
に
よ
れ
ば
、
仲
裁
人
の
判
断
権
の
存
否
に
画
す
る
中
間
的
決

定
に
対
し
て
は
、
当
事
者
は
裁
判
所
に
直
ち
に
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
i
J
と
が
で
き
る
が
、
T
般
に
取
消
し
の
訴
え
は
決
定
(
ま
た

は
仲
裁
判
断
)
の
送
達
後
三
〇
日
以
内
に
提
起
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
三
七
粂
一
項
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
当
事
者
は
中
間
的

判
断
ま
た
は
終
局
的
仲
裁
判
断
に
対
し
て
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
拘
束

(
5
)

力
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

(
5
0
　
ス
イ
ス
の
状
況
に
関
し
て
は
、
注
解
五
二
九
頁
以
下
(
柏
木
邦
良
)
、
H
a
b
s
c
h
e
i
d
,
D
a
s
 
P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
r
K
o
m
p
e
t
e
n
z
-
K
o
m
p
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n
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d
e
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S
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S
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,

1

9

8

9

,

S

.

5
6
f
f
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i
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(
3
)

'
]
'
[
　
十
　
ラ
,
ノ
　
ダ

最
後
に
、
オ
ラ
ン
ダ
の
立
法
を
み
よ
う
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
'
一
九
八
六
年
の
民
訴
法
改
正
の
中
で
仲
裁
に
関
す
る
規
定
も
全
面
的
に
改

正
さ
れ
た
。

新
民
訴
法
は
、
一
〇
五
二
条
で
仲
裁
人
の
判
断
権
に
対
す
る
異
議
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
規
定
で
は
、
仲
裁
人
は
自
己

の
判
断
権
に
関
し
て
判
断
を
下
す
権
限
を
有
す
る
こ
と
(
l
項
)
、
仲
裁
人
の
判
断
権
に
関
す
る
異
議
は
本
案
に
関
す
る
答
弁
前
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
こ
れ
を
怠
る
場
合
に
は
仲
裁
手
続
は
も
ち
ろ
ん
裁
判
所
の
手
続
に
お
い
て
も
、
仲
裁
適
格
に
関
す
る
異
議
を
除
き
、

異
議
の
提
出
権
を
失
う
こ
と
(
二
項
)
、
仲
裁
裁
判
所
の
形
成
に
関
与
し
た
当
事
者
は
、
仲
裁
裁
判
所
の
構
成
の
違
法
性
を
も
っ
て
異
議
の

事
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
(
三
項
)
、
仲
裁
人
が
自
己
の
判
断
権
を
肯
定
す
る
中
間
判
断
を
示
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
は
経
局

的
仲
裁
判
断
を
待
っ
て
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
で
き
る
こ
と
(
四
項
)
、
仲
裁
人
が
自
己
の
判
断
権
を
否
定
し
た
場
合
に
は
'
当
事
者
が
仲

裁
裁
判
所
の
上
級
審
を
特
に
合
意
す
る
と
き
を
除
き
、
裁
判
所
が
本
案
に
関
す
る
判
断
を
す
る
こ
と
を
定
め
る
(
五
項
・
六
項
)
O
　
こ
の
中

で
第
二
項
の
規
定
は
、
当
事
者
に
対
し
て
厳
格
な
失
権
を
定
め
る
も
の
と
し
て
特
に
注
目
さ
れ
る
。

(
9
)
　
オ
ラ
ン
ダ
の
状
況
に
関
し
て
は
、
注
解
六
六
九
貢
以
下
(
貝
瀬
幸
雄
)
、
Y
e
a
r
b
o
o
k
 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
,
v
0
1
.
X
I
I
,
1
9
8
7
,
p
p
.

3
7
0
-
3
8
7
;
S
a
n
d
e
r
s
＼
v
a
n
d
e
n
B
e
r
g
,
T
h
e
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
A
r
b
i
t
r
a
t
i
o
n
A
c
t
1
9
8
6
,
1
9
8
7
を
参
照
o

六
　
試

請

さ
て
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
概
観
及
び
検
討
を
踏
ま
え
て
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
権
に
関
す
る
主
な
問
題
点
と
こ

れ
に
対
す
る
試
論
を
提
示
し
て
み
た
い
。

H
　
仲
裁
権
限
に
関
す
る
当
事
者
の
異
議
申
立
て

l
l
.
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こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
申
立
て
に
制
限
を
設
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
本
案
に
関
す
る
答
弁
の
時
点
を
基
準
に
失
権
を

規
定
す
る
例
が
多
い
が
、
仲
裁
手
続
の
途
中
で
新
た
な
事
項
を
仲
裁
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
が
、
仲
裁
人
に
は
当
該
事
項
に

(
8
)

関
す
る
判
断
権
限
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
を
考
え
る
と
、
正
当
な
理
由
の
存
在
を
要
件
と
し
て
失
権
を
緩
和
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
当
事
者
が
異
議
申
立
て
に
関
し
て
失
権
し
た
場
合
に
、
そ
の
効
果
は
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
、
特
に
、
仲
裁
判
断
取
消
し
の
訴
え
や

執
行
許
容
の
宣
言
を
求
め
る
手
続
で
当
該
異
議
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
認
め
る
と
き
に
.

は
、
適
時
に
異
議
が
出
さ
れ
て
手
続
が
中
止
さ
れ
て
い
れ
ば
不
要
で
あ
っ
た
は
ず
の
コ
ス
ト
が
無
駄
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
失
権
の

効
果
は
こ
れ
ら
の
手
続
に
も
及
ぶ
と
解
き
ざ
る
を
え
な
い
。

(
響
　
な
お
、
P
J
o
i
-
i
H
ォ
<
^
モ
デ
ル
法
の
規
定
は
、
判
断
権
の
欠
鉄
と
権
限
臓
越
と
を
区
別
す
る
a
 
L
か
し
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
具
体
的

な
事
例
で
こ
の
区
別
が
明
確
に
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

⇔
　
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
の
方
法

ま
ず
、
仲
裁
人
が
仲
裁
権
限
の
存
否
に
関
す
る
判
断
を
示
す
の
は
、
当
事
者
か
ら
異
議
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
限
る
の
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
当
事
者
の
異
議
に
対
す
る
判
断
と
い
う
形
に
な
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
係
争
事
項
が
仲
裁
適
格
を
欠
-
と
い
っ
た
理

由
で
仲
裁
権
限
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
仲
裁
人
が
み
ず
か
ら
進
ん
で
判
断
を
示
す
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。

次
に
、
仲
裁
手
続
の
途
中
で
の
中
間
的
な
判
断
の
可
否
が
問
題
と
な
る
O
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
若
干
の
疑
問
が
あ
る
よ
う

に
み
え
る
o
し
か
し
、
当
事
者
か
ら
異
議
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
黙
殺
し
て
手
続
を
続
行
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
、
手

続
の
充
実
は
期
待
で
き
な
い
か
ら
、
必
要
な
場
合
に
は
中
間
的
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
γ
仲
裁
権
限
に
関
す
る
判
断
を
車
間
的
判
断
の
形

で
す
る
か
終
局
的
仲
裁
判
断
の
形
で
す
る
か
は
'
手
続
の
進
行
に
関
す
る
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
、
仲
裁
人
が
総
合
的
に
判
断
す
べ
き

で
あ
る
。
な
お
、
仲
裁
権
限
を
否
定
す
る
旨
の
判
断
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仲
裁
手
続
を
終
了
さ
せ
る
趣
旨
を
含
む
か
ら
、
す
べ
て
終
局
的

′
f

ご
り

ど423351
、
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てし
つに権断刺の人戟仲るす3に限檀戟仲

判
断
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

⇔
　
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
に
対
す
る
不
服
申
立
て

ま
ず
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
判
断
が
終
局
的
仲
裁
判
断
の
形
で
示
さ
れ
た
場
合
に
、
し
か
も
そ
れ
が
仲
裁
権
限
肯
定
の
判
断
で
あ
る
と

き
に
は
、
仲
裁
判
断
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
疑
問
は
な
い
O
・
取
消
訴
訟
で
訴
え
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
仲
裁
再
開
の
余
地

(
5
)

は
な
く
裁
判
所
に
よ
る
紛
争
処
理
に
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
仲
裁
権
限
否
定
の
判
断
で
あ
る
と
き
に
つ
い
て
は
、
論
理
的
に
は
、
仲
裁
判
断
取
消
訴
訟
を
許
す
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
が
、
訴
え
が
認
容
さ
れ
な
い
場
合
は
も
ち
ろ
ん
認
容
さ
れ
る
場
合
で
も
、
当
該
仲
裁
人
に
再
度
の
仲
裁
判
断
を
求
め
る
こ
と
は
適
当
で

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
場
合
に
限
っ
て
仲
裁
人
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
、
不
服
申
立
て
を

許
さ
な
い
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
、
仲
裁
人
の
判
断
が
明
ら
か
に
不
当
な
場
合
に
も
不
服
申
立
て
を
許
さ
な
い
こ
と
は
妥
当
で
な

い
。
む
し
ろ
、
仲
裁
人
の
判
断
の
当
否
、
ひ
い
て
は
責
任
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
機
会
と
し
て
取
消
訴
訟
を
認
め
た
う
え
で
、
取
消
判

定
の
確
定
後
は
裁
判
所
に
よ
る
事
件
処
理
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
肯
定
的
判
断
が
中
間
的
判
断
の
形
で
示
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
裁
判
所
に
対
す
る
不
服
申
立

て
の
機
会
を
与
え
る
方
法
、
終
局
的
仲
裁
判
断
を
待
っ
て
取
消
訴
訟
等
に
よ
る
不
服
申
立
て
を
許
す
方
法
、
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち

の
い
ず
れ
か
を
仲
裁
人
が
場
合
に
応
じ
て
選
択
す
る
方
法
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
一
番
目
の
方
法
は
、
仲
裁
人
の
判
断
が
誤
っ
て
い
た
場

合
に
無
駄
な
手
続
を
避
け
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
が
、
手
続
引
延
L
に
利
用
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
二
1
*
目
の
方
法
に
は
1
番
目
の
方
法

と
ち
ょ
う
ど
反
対
の
得
失
が
あ
る
。
最
後
の
方
法
は
、
状
況
に
応
じ
た
対
応
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
利
点
で
あ
る
が
、
不
服
申
立
て
が
当

事
者
の
重
要
な
権
利
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
方
法
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
に
い
ず
れ
の
方
法
に
も
l
長

i
短
が
あ
る
が
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
訴
訟
手
続
に
特
に
時
間
が
か
か
り
、
こ
れ
が
手
続
引
延
L
に
利
用
さ
れ
や
す
い
こ
と
、
及
び
、
仲

ヽ
~
一
ノ

523351
.
＼

Z
i
:

ご
り



裁
人
の
判
断
の
誤
り
に
よ
る
負
担
は
当
該
仲
裁
人
を
選
択
し
た
者
と
し
て
の
当
事
者
が
あ
る
程
度
は
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
と
っ
て
は
二
番
目
の
方
法
が
比
較
的
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
仲
裁
権
限
否
定
の
判
断
が
中
間
的
判
断
の
形
で
示
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
終
局
的
判
断
と
し
七
、
終
局
的
仲
裁
判
断
に
関

し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
な
処
理
を
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
3
)
　
仲
裁
判
断
の
取
消
判
決
確
定
後
の
処
置
を
取
消
事
由
に
応
じ
て
柔
軟
に
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
へ
注
解
l
八
四
頁
(
吉
村
徳
重
)
0

幽
　
仲
裁
権
限
最
終
判
定
権
付
与
の
合
意

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
仲
裁
手
続
に
対
す
る
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
最
終
的
判
定
権
を
仲
裁

人
に
付
与
す
る
合
意
の
有
効
性
に
及
ぶ
だ
け
で
十
分
か
、
仲
裁
判
断
権
の
有
無
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
内
容
自
体
に
ま
で
及
ぶ
必
要
が

あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
仲
裁
の
制
度
は
、
紛
争
瞥
事
者
が
み
ず
か
ら
選
任
し
た
仲
裁
人
の
紛
争
の
対
象
に
関
す
る
判
断
に
進
ん
で
服
す
る
旨
の
合

O
S
)

意
に
国
家
が
法
的
効
果
を
与
え
、
代
替
的
紛
争
解
決
制
度
と
し
て
の
権
威
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
仲
裁
制
度
の
基
礎
は

当
事
者
間
の
合
意
、
す
な
わ
ち
、
私
的
自
治
の
尊
重
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
間
の
合
意
に
法
的
効
果
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
は
そ

ヽ
'
-
c

の
要
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
合
意
が
有
効
で
、
か
つ
、
合
意
の
対
象
が
当
事
者
間
の
処
分
に
服
す
る
事
項
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
合
意
の
対
象
は
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
権
の
存
否
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
れ
が
当
事
者
間

の
処
分
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
o

な
る
ほ
ど
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
を
含
め
て
多
-
の
法
制
度
で
は
、
訴
訟
に
よ
る
仲
裁
判
断
の
取
消
し
の
制
度
を
設
け

て
、
仲
裁
人
の
判
断
内
容
に
対
す
る
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
予
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
仲
裁
人
に
仲
裁
判
断
の
権
限
が
な
い
こ
と

も
取
消
事
由
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
取
消
事
由
が
存
す
る
仲
裁
判
断
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
進
ん
で
取
り
消
す
と
い
う
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てし
つにm断刺の人戟-H-るす関に限a

*
2
*

仲

わ
け
で
は
な
-
、
あ
-
ま
で
も
当
事
者
か
ら
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
取
り
消
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
の
当
事
者
か
ら
も
申
立
て
が

な
い
場
合
に
は
、
仲
裁
権
限
の
な
い
仲
裁
人
の
七
た
仲
裁
判
断
も
そ
の
ま
ま
有
効
な
も
の
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
限
り
で
、
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
権
の
存
否
も
当
事
者
間
の
処
分
に
服
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
仲
裁
制
度
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
合
意
も
、
そ
れ
が
有
効
に
成
立
し
て
い
る
か
ぎ

り
、
当
然
に
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
そ
の
限
度
で
、
す
な
わ
ち
、
当
該
合
意
の
有
効
性
を
審
査
す
る

限
り
で
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
仲
裁
制
度
は
仲
裁
人
の
判
断
に
対
す
る
当
事
者
の
信
頼
を
基
醇
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国

家
が
仲
裁
制
度
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
信
頼
を
尊
重
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
し
て
も
、

当
事
者
が
仲
裁
権
限
に
関
す
る
仲
裁
人
の
判
断
を
信
頼
し
て
、
こ
れ
に
拘
束
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
国
家
の
法
制
度
全
体
の

整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
　
冒
頭
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
国
際
的
仲
裁
は
一
応
視
野
の
外
に
置
-
o

(
5
8
)
　
注
解
四
貢
(
小
島
武
司
)
。

*

*

以
上
、
試
論
を
簡
単
に
提
示
し
た
が
'
十
分
な
考
察
を
経
ず
に
思
い
付
き
を
述
べ
た
と
こ
ろ
も
多
-
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
先
学
の
方
々
か
ら
御
教
授
並
び
に
御
批
判
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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